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設計図　交通規制工　33/60
交通規制工（33）について

固定規制Ⅰ×1×0（T1）B（夜）及び、固定規制Ⅰ×1×（T1）Cにおける数量表が添
付されておりませんが、交通監視員（規制保守）は2人体制にて行うと考えてよろし
いでしょうか。

固定規制Ⅰ×１×０（Ｔ１）Ａ～固定規制Ⅰ×１×０（Ｔ
１）Ｄまでは一連の規制作業を示したものであり、固定規
制Ⅰ×１×０（Ｔ１）Ｂ（夜）及び固定規制Ⅰ×１×０
（Ｔ１）Ｃに要する機材及び交通監視員（規制保守）の配
置は、固定規制Ⅰ×１×０（Ｔ１）Ａに準じており、各々
の配置時間に応じた費用が計上されます。したがって、交
通監視員（規制保守）の配置は２人となります。なお、特
記仕様書20-7-1⑤に記載のとおり、休憩時間等の交替要員
は、配置時間に応じて必要な人数を計上してください。
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